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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

一

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
着
手
、
変
更
及
び
中
止
等
の
届
出
に
係
る
規
定
を
設
け
る
こ
と

と
し
た
。

二

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た

。
三

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
及
び
定
期
の
報
告
並
び
に
身
分
証
明
書
の

様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
四
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則

（
趣
旨
）

第
一
条

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
十
六
号
）
及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号

。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
二
条

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
工
事
の
安
全
性
を
確
か
め

る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
直
前
三
年
の
各
年
に
お
け
る
所
得
税

の
納
税
証
明
書

二

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る

法
人
税
の
納
税
証
明
書
及
び
事
業
経
歴
書

三

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
工
事
経
歴
書
並
び
に
工
事
施
行
者
が
建
設
業
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
工
事
主
は
、
当
該
許
可
に
係
る
宅
地
造
成

等
に
関
す
る
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
工
事
着
手
届
出
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
届
出
は
、
工
事
の
軽

微
な
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
に
係
る
届
出
工
事
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
届
出
を
し
た
工
事

主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更
届
出
書
（
様
式
第

三
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
等
に
係
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該

届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
等
の
変
更
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
を

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
等
の
中
止
等
の
届
出
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
工
事
を
中

止
し
、
若
し
く
は
再
開
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
工
事
の
中
止
・
再
開
・
廃
止
届
出
書

（
様
式
第
五
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
）



第
七
条

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
報
告

は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
を
知
事
に
提
出
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
係
る
報
告
は
、
土
石
の
堆
積
に

関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
様
式
第
七
号
）
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
係
る
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
）

第
八
条

省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
工
事
の
安
全
性
を
確
か

め
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
）

第
九
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
工
事
主
は
、
当
該
許
可
に
係
る
特
定
盛
土

等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
工
事
着
手
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
十
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
係
る

届
出
は
、
工
事
の
軽
微
な
変
更
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
に
係
る
届
出
工
事
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
係
る

届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
の
変
更

届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
等
に
係
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届

出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
工
事
等
の
変
更
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
等
の
中
止
等
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
工
事
を
中

止
し
、
若
し
く
は
再
開
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
工
事
の
中
止
・
再
開
・
廃
止
届
出
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
）

第
十
三
条

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
報
告
は
、
宅
地

造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
係
る
報
告
は
、
土
石
の
堆
積

に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
十
四
条

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第３条、第９条関係）

工事着手届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

宅地造成等に関する工事
に次のとおり着手したので、宅地造成及

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事

第３条
び特定盛土等規制法施行細則 の規定により、届け出ます。

第９条

許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

工事が施行される土地の所在地

着 手 年 月 日 年 月 日

備考 不要の文字は、抹消すること。



様式第２号（第４条、第10条関係）

工事の軽微な変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

第16条第２項 宅地造成等に関す
宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、

第35条第２項 特定盛土等又は土

る工事
の軽微な変更について、次のとおり届け出ます。

石の堆積に関する工事

許可年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

工事が施行される土地の所在地

変 更 事 項

変 更 理 由

備考 不要の文字は、抹消すること。



様式第３号（第５条、第11条関係）

届出工事の変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

第21条第１項 宅地造成等
宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により届け出た

第40条第１項 特定盛土等

に関する工事
を次のとおり変更したいので、宅地造成及び特定盛土等

又は土石の堆積に関する工事

第５条第１項
規制法施行細則 の規定により、届け出ます。

第11条第１項

最 初 に 届 け 出 た 年 月 日

工事が施行される土地の所在地

工事が施行される土地の面積

変 更 事 項

変 更 理 由

備考 不要の文字は、抹消すること。



様式第４号（第５条、第11条関係）

届出工事等の変更届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

第21条第３項
宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により届け出た擁壁等に関す

第40条第３項

第５
る工事等を次のとおり変更したいので、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

第11

条第２項
の規定により、届け出ます。

条第２項

最 初 に 届 け 出 た 年 月 日

工事が施行される土地の所在地

施行しようとする工事の

種 類 及 び 内 容

変 更 事 項

変 更 理 由

備考 不要の文字は、抹消すること。



様式第５号（第６条、第12条関係）

工事の中止・再開・廃止届出書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

中止
宅地造成等に関する工事等

を次のとおり 再開 したいので、宅
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等

廃止

第６条
地造成及び特定盛土等規制法施行細則 の規定により、届け出ます。

第12条

許 可年月日及び許可番号

又 は 届 出 年 月 日
年 月 日 第 号

理 由

工事進捗状況及び防災措置

備考 不要の文字は、抹消すること。



様式第６号（第７条、第13条関係）

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
氏名
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

第19条第１項 宅地造成又は特定
宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、

第38条第１項 特定盛土等に関す
盛土等に関する工事

について、次のとおり報告します。
る工事

１ 工事主の住所及び氏
名

２ 工事が施行される土
地の所在地

３ 許可年月日及び許可
年 月 日 第 号番号

４ 報告年月日 第１回 第２回 第３回 第４回
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

５ 報告の時点における
盛土又は切土の高さ ｍ ｍ ｍ ｍ

６ 報告の時点における
盛土又は切土の面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

７ 報告の時点における
盛土又は切土の土量 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

８ 報告の時点における
擁壁等に関する工事の
施行状況

９ 擁壁の床堀りを完了
したときの状況

10 鉄筋コンクリート擁
壁の基礎配筋を完了し
たときの状況

11 地下に埋設する暗渠
き よ

の配置を完了したとき
の状況

備考
１ 工事主が法人の場合には、１欄には、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の
氏名を記入すること。

２ 第５回以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。
３ 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに８欄
から11欄までの状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

４ 不要の文字は、抹消すること。



様式第７号（第７条、第13条関係）

土石の堆積に関する工事の定期報告書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
氏名
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

第19条第１項
宅地造成及び特定盛土等規制法 の規定により、土石の堆積に関する

第38条第１項
工事について、次のとおり報告します。

１ 工事主の住所及び氏
名

２ 工事が施行される土
地の所在地

３ 許可年月日及び許可
年 月 日 第 号番号

４ 報告年月日 第１回 第２回 第３回 第４回
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

５ 報告の時点における
土石の堆積の高さ ｍ ｍ ｍ ｍ

６ 報告の時点における
土石の堆積の面積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

７ 報告の時点における
堆積されている土石の
土量 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

８ 前回の報告から新た
に堆積された土石の土
量及び除去された土石
の土量 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

９ 地下に埋設する暗渠
き よ

の配置を完了したとき
の状況

備考
１ 工事主が法人の場合には、１欄には、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の
氏名を記入すること。

２ 第５回以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。
３ 報告の時点における土石の堆積を行っている土地の状況（土石の堆積の高さ、確
保すべき空地、地表水を排除する措置の状況、柵等の設置状況等）及びその付近の
状況並びに９欄の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。

４ 不要の文字は、抹消すること。



様式第８号（第14条関係）

（表）

第 号

身 分 証 明 書

所 属

職 名

氏 名

上記の者は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第1 9 1号）第５条第１項の規定に

よる基礎調査のための土地の立入り等の権限、同法第６条第１項の規定による障害物の伐除及び

土地の試掘等の権限並びに同法第24条第１項及び第43条第１項の規定による立入検査の権限を有

する職員であることを証明する。

年 月 日発行

有効期限 年 月 日まで

徳島県知事 印



（裏）

宅地造成及び特定盛土等規制法（抜粋）

（基礎調査のための土地の立入り等）

第５条 都道府県知事（指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は

中核市の長。第50条を除き、以下同じ。）は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入

つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に

、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

２～５ （略）

（基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等）

第６条 前条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、そ

の測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵

その他の工作物(以下この条、次条第２項及び第58条第２号において「障害物」という。)を伐

除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれに伴う障害物の伐除

(以下この条、次条第２項及び同号において「試掘等」という。)を行おうとする場合において

、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害

物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を

管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合におい

て、市町村長が許可を与えるときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与え

るときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。

２・３ （略）

（証明書等の携帯）

第７条 第５条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯しなければならない。

２ 前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は

、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。

３ 前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなけれ

ばならない。

（立入検査）

第24条 都道府県知事は、第12条第１項、第16条第１項、第17条第１項若しくは第４項、第18条

第１項、第20条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行う

ために必要な限度において、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地におい

て行われている宅地造成等に関する工事の状況を検査させることができる。

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。

（立入検査）

第43条 都道府県知事は、第27条第４項（第28条第３項において準用する場合を含む。）、第30

条第１項、第35条第１項、第36条第１項若しくは第４項、第37条第１項、第39条第１項から第

４項まで又は前条第１項若しくは第２項の規定による権限を行うために必要な限度において、

その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている特定盛土等若

しくは土石の堆積に関する工事の状況を検査させることができる。

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。


